
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました  

2019年 3月 1日  

   実務的には意匠法の改正が大きなもので、  

（１）建築物や画像が保護対象に追加された、  

（２）関連意匠制度が大幅に拡充された、  

（３）意匠権の存続期間が出願から 25年に変更された、  

等の改正が主で、特に関連意匠制度の改正は実務に大きく影響を与えそうです。  

ほかにも特許・実用・意匠・商標に共通して、損害賠償額算定方法が見直され、

それぞれ権利者側に有利な方向で変更されます。  

本法律案の施行期日は、「一部の規定を除き、公布の日から起算して 1年を超えな

い範囲内において政令で定める日」ですが、実務的に重要な改正を含んでいますの

で事前の確認が必要です。詳しくは特許庁のＨＰページでご覧ください。     

                              （4 月 2日現在、第 198 回国会の衆議院で審議中です。）  
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